
平成 20年 5月 22日 判決言援 円 日原本交付 裁 判所書記官

平成19年 (行ね)第92号  不 当利得返還等請求,共 同前訟参加控訴事件 (原審 ・

大阪地方裁判所平成 17年 (行ウ)第 99号 ,第 100号 ,第 215号 )

日頭弁論終結日 平 成 20年 3月 13口

半J    決

大阪市

″  控 榔人 (原告)

大阪帝

控訴人 (原告)

大阪市

控訴人 (原告)

大阪市         _ _マ

控討人 (原告)

大阪市

控訴人 (原告)

大阪市

控齢人 (原告)

大阪帝

控訴人 (原告)

大阪市

控訴人 (参加人)

大阪市

控訴人 (参加入)

控訴八ら訴訟代理人弁譜士  晶 田健治,趣 永泰雄,小 林寛治,

掛樋美佐保,石 揺徹也,植 村弘樹,今 井力

大阪市北区中之島1丁 目3番 20号

‐
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被控併人 (被告)  大 阪市長    平   松   邦   夫

大阪市西医九集南 lT目 12番 62将

被捜新人 (被告)  大 阪市奔摘局長 嵩   本   恵   芙

大阪市住之江区南港北 1丁 目14署 16号

大阪ワール ドトレ‐ ドセンタービルディング

被控訴人 (被告)  大 阪市水道局長 自   井   大   造

被躍訴人ら詠松代理人弁護士     岩   本   安   F召

同訴訟復代理人弁設士        森   末   尚   孝

大阪市

被控訴人 (被告)大 阪市長補助参加入 閥      淳   一

謝訟代理人弁護士          川   下      浦

大阪市中央区安土町 3可 目■番 3号 ヅィアーレ大阪内

被控前人 (被告)大 阪市長縮助参加人 財 団法人大阪市職員互助会

代表者理事             薦   本   恵   英

聯訟代理人弁鞭士  比 嘉廉丈ョ比嘉邦子′渋谷元宏,渋 谷麻衣子J川 上確

主    文

1 開 滞―を相手方とする金銭支払論求部分を除き7原 判決材取り消すぃ

2 上 記取V出し部分につき,本 件を大阪地方裁判所に差し戻す。

3 上 記 1で除いた原判決部分に対する原告らの控訴を兼却する。

4 控 訴費用及ぴ補助参加によって生じた費用中,前 項に関する部分は原告らの

負担とする。

事実及び理由

第 1 控 訴の趣旨

ユ 原 判決を取り消す。
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2(原 告らの調求)

(1)被 告大阪市長は,財 団法人大阪市職員五功会 (職員互助会)に 対L 18

2借 7740万 716o円 を大阪市に支払うよう請求せよ。

(2)被 告大阪市長は,闘 薄一に対し, 1億 円を大阪市に支払うよう請求せよ。

3(参 加入らの請求)

(1)被 告大阪市長は,① 大阪市労働組合連合会 (市労連)に 対し181億 71

23万 0524円 を,② 森二郎,大 西凱人,竹 中茂,大 西史朗に対し各自5000

万円を,③森聞難美,足立公共,玉井由夫に対1夕各自5000万 円を,④岡副常撫,

河野忠司,森 鵬征男,山 田和朗に対し各自5000万 円を,⑤ 曽谷征夫,福 田徹,

鳥岩識治に対し各自5000万 円を,⑥安澤陽J岡 田昌也)深掘克明に対し各自5

000万 円を,大阪市に支払うよう請求せよ。

(2)被 告大阪市交通局長は,①市労遮に対し181億 7123万 0524円 着〕

②曽谷征共,福 田徹,鳥 岩誠治に対し“各自5noo万 円を,大 阪市に支払うよう請

求せよ。

(3)被 告大阪市水道局長は,①市労連に対し181億 7123万 0524円 を,

②安澤陽,岡 田昌也,深 掘克明に対,し各自5000万 円を,大 阪市に支払うよう謂

求せよ。

第2 事 乗の概要

1 原 審

大阪市の住民である原告らは,大 阪市が,大 阪市の互助組合に対し,職 員の退職

時に一時金,年 金が支給される確定給付型年金保険契約の保険料の一部にガてるた

めの補助続を支給したことについて,条711に基づかない給与,被職続の支払であり,

これにより大阪市に損害,損 失が生じたと主棋して,地 方自治法242条 の2第 1

項4号 に基づき,五 助組合及ぴ当時の市長個人らを請求の相手方として不法行為の

損害賠償請求権ないし不当利得返避摘求権を行使することを求める訴えを提起し,
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参加人らは,補 給金の支給に関与した大阪常労働組合避合会及びその理事個人を論

求の相手力に追加して共同訴酷参加したD

原判決肥ン原告らの追加キ穏をキ位的請求と構成し,そ の追加は訴えの追加的変

更となるから,こ の変更時には地方自治法242粂 の2第 2項 1号所定の訴訟提起

期間を経過しており, さらに,本 訴提起時の主張にかかる請求 (原判決は予備的請    f

求と構成)は 同法242条 2項 所定の請求期間内の道法な監査請求を経ていないと

して却下し,参 力口人らの訴えについても,同 様に適法な監査請求を緑ていないとし

て去P下した。

原告ら (うち3名 は控訴しなかつた。)及 ぴ参加人らが控訴した。

2 被 告変動の経織

原告らは,当 初大阪市長のみを被管としたが,大 阪市交通局互助純待を請求の相手方と

する部分,大 阪市水道局互助組合を請求の相手力とする部分につ砦ァそれぞれ大阪市夜遇

局長,大 阪市水道局長を被告とすべく被告変更の申立てをし,原 審もこれを評町した。

1そ
の後,大 阪市交通局工助紙合,大 阪市水道局互助組合,大 阪市職員五助辞&合連合会,

財団法人大阪市敏職員五助組合が鹿止され,帥 員互助会に統合ないし承継されたため,原

告らは, 4五功組合を前求の和予方とする研え部分の控訴を極り下げた。

また,元 大阪市長搬村降文が死としたため,原 告らは,国 人を請求の相手カンする繍え

師分の構訴を取り下げた。

したがつて,原 告らの訴えの被告は大阪市長のみとなった。

3 前 提事英

原判決 「事実及ぴ理由」中の 「第 2 事 衆の概要J棚 ■項r紐 載のとぉりである分

事実の概要は次のとおりである。

(1)給 付金 (本件補給金)の 支出

大阪市の4工助組合 (職員五助組合,交 通局五助組合,水 道局互助組合及ぴ教職
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員互助組合)は 3従 前,条 例に基づき,退 職した職員に対 し特別避聯一時金を給付

してきたが,こ れが廃止されたことに伴い,平 成 4年 ,大 阪市職員互助組合連合会

を組織し,平 成 5年 4月 1口 ″大阪市職員互助組合連合会と保険会社との間で,職

員の退職時に一時金J年 金を支給すること等を内容とする確定給付型年金保険契約

を交わして (丙2),現 役職員から徴収した掛金のほか,大 阪市から受給した補助

金を保険料の支払に充てた。交付された補助金のうち平成 5年 度から平成 11.年度

までの総額は181億 円以上である。これら補助金は,予 算及ぴ決算上,ド給与,

調整手当,期 末勤勉守当」に合めて計上しぅ支出さねフできた。

教職員互助組合は,大 阪市職員互助組合連合会の契約とは別に,平 成 8年 4月 1

日に稚定給付型年金保険契約を交わし (丙3の ュ, 2。 被保険者は教職員給料素の

適用を受ける者に限定),同 様に,大 阪市から受給した補助金を保険料の一部の支

払に充てた。交付された補助金のうち平成8年 度から平成 11年 度までの総額は7

億円以上である。

(2)新 聞報道

!i朝日新闘は,平 成 16年 12月 19日 ,本 件補給金の存在及び木件補給念の使途

等について 「ヤミ年金 ・退職金に公貸」「職員互助の組織に投入J「 11年 で30

4億 円J等 の見出しを付し,槻 ね上記(1)の内容の報道をした (&229,本 件報

道)。記事の中で,原 告松浦米子のヨメントも掲載L″た。

朝日新聞は,同 月 22柏 にも関連記事を掲載した (乙230)。

(3)原 告らの監査蒲求

平成 17年 3月 18日 ,原 告らは,大 阪市監査委員に対 し,「平成 5年度以降に

4互助組合に交付したすべての互助連給付金の東出」及び 「平成8年度以降に散職

員互助組合に交付したすべての教員給付金の支出」は,給 与条例主義に反した違法

お公金支出であるとして,① 4互 助組合からは平成 5年 以降の全受領額を,上 記支

出期間に在職した歴代の市長からは在職中の公金文出額を,そ れぞれ大阪市に返還

させること,② 教職員互助組合からは平成 8年 以降の金受領額を,上 記支出期間に
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在職した歴代の市長に対し在職中の公金支出額を,そ れぞれ大阪市に退還させるこ

とを勧告するよう求める住民監査請求をした (甲1)。

(4)原 告らの監答請求に対する幹査結果

大阪市聯査委員は,平 成 17年 5月 16日 付けで,本 件給付について,条 例に定

めのない給与と同視され違法であるとして,五 助組合通合会 (4互 助組合)及 び教

職員五助組合から,過 去 5年 間分の本件補給金について返渡を求めるよう大阪市に

勧告し,猟 寄らにその旨を通知 した (甲グ)D

上記監査結果に従い,大 阪市は,平 成 17年 R月 4日 , 4瓦 助組合及び教職貝互

助組合に対し監査結果に基づく過去5年 間の給付金の返還を求め,同 月 比6日 J4

互助純合及び教職員五助組合から返撞を受けた。

(5)本 訴の提起 (予備的主張。原半」決がいう予備的請求)

原告らは,平 成 1′/年 6月 丈4日 ,監 査結果が過去5年 間より前である平成 11

年度以前の給付金の返還を求める措置をとらなかっ力部分につき,地 方自治法24

2条 の2第 1項 4号 に基づき本諒を提起した。

訴状では,本 件補給金の交付,よ条例に基づかない違法な逸職金 ・年繊の給付であ

ると圭張し,被 告大阪市長に対し,① 4互 助組合を謂求の相手方とする不当利得返

還請求権及び不法行為の損害賠償論求様の行使,② 本件補結金の文出当時に在職し

た大阪市長を請求の相手力とする債務不履行または不濃行為に基づく損害賠償請求

権の行使を求める主張構成となつている。

(6)参 加入らの監査請求

参加人らは,平 成 17年 9月 29日 ,大 阪市監査委員に対し,本 件補給金の給付

に関与した次の団体及ぴ個人,す なわち,大 阪市労働組合連合会 (市労連。大阪市

職員労働組合,大 阪市従来員労働組合,大 阪交通労働組合,大 阪市水道労働組合,

大阪市立大学教職員組合,大 阪市立学校教職員組合及ぴ大阪市学校給食御瑠員労働

組合から構成される。)及 びその理事個人に対し,大 阪市が不法行為の損害賠償請

求権を行使することを求める住民監査請求をした (甲5)。

・・
6 円



(7)原 告らの追加主張 (主位的主張。原判決がいう主位的請求)

原告らは,平 成 17年 10月 11日 に提出した準備書面 (1)(2005年 10月

13日 付け)に よつて,大 阪市職員ア助線合詩合会及び4互 助組合が,受 給した互

助連給付金及び教員給付金を,退 職金や年金としての性質を有する金銭の支給のた

めに,直 接又は間接的に保険契約を締結し,そ の保険料の約 7割 の支払に充てたの

は,地 方公務貝に地方公務員等共済組合法で定められている共済組合からの給付以

外に公金を原資とする給付を受け取らせることであり,同 法の鯉旨に反 井る連体行

為であるとして,被 告大阪市長に対 し,大 阪市職員互助組合連合会及び4互 助組合

を請求の相手力とする不法行為の損害賠償請求権を有する (怠つている権利行使を

求める)と の主張を追カロした。

(8)参 加人らの監査詣求に対する監査結果

大阪市雛査委員は参加人らに対 し,平 成 lγ年 10月 24口 付↓)で,参 加人らの

監査請求は原告 らの監査請求と同―の財務会計行為又は怠る事算を請求の対象とし

たものであるから,原 告らの監査請求に対する監査結果をもつて参加人らの監査請

求に対する監査結果とする旨の通知をした (甲7)。

(9)共 同訴訟参加

参加人らは,平 成 17年 11,月 23日 ,本 件に共同胡訟参加 した。

4 争 点及び当事者の主張

原判決 「事実及ぴ理由」中の 「第 2 事 案の概要」棚 2項 に記載のとおりであり,

当審における原告ら及び参カロ人らの主線は次のとおりである。

(1)原 告らの主張追加 (主位的主張の追加)の 適法性

ア 原 判決は,卜原告らの主摂追加について,本 訴提起時の意張Fか かる請求>訴

訟物を塁にし,訴 えの追加的変更にあたると判断した。

しかしながら,原 告らの主張は同―の訴訟物内のものであり1攻 騨方法を変えた

にすぎない。
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地方自治法242条 の2第 1項第4号 に基づく請求 (4号 請求)は ,原 常は住民

であり被告は地方自冶体の長などであるが,実 質的には地方自治体と相手力との法

律関係の判断を求めるものである (同法 242条 の 2第 7項 )ぃしたがって,4号

請求の訴訟物の同―性を判断する際には,地 方自治体と相手力とのいかなる法律関

係の判断を求める謂求であるかの観点に視点を当てるべきである。

原告らの請求は, 4互 助組合を相手力とする不法行為の損害賠償請求権の行使と

不当利得返還請求権の行使である。損害賠償請求権はいずれも4互 助組合の不法行

為又は遠法行為によって大阪市に損害を生じさせたことに基づく蒲求権であり話訟

物に変化はない。不当利得返還請求権も, 4互 助組合が主体となって組合員の保険

料に公金を用いたとの事実経過の中で発生する1個 の不当利得返避請求について,

要件となる事実がいつ完結するかの事実に対する法的評価を変えたにすぎずJや は

り訴訟物に変化はない。

イ 原 判決は,主 位的主張に開する訴えについて,訴 え提起時になさ加ヤ と同視

すべき特段の事情があったとはいえないと判断した。

しかしながら,仮 に,そ こに追加的訴えの変更があるとしても,訴 え梶起時の請

求には,主 位的輔求も含まれるものと同視すべき特段の事情があった。

大ll■市から4五 助純合に対して公金の支出がなされ, これが,大 阪市職員互助純

合連合会を通して保険会社に保険料として支払われたという一連の公森の流加ィをい

う社会的に一個の事象について7当 初の構成では,大 阪市から互助組合への公徐の

流れを提えたのに対 し,追 加した構成では,互 助組合から保険会社への公金の流れ

を捉えている。両者は,同 じ事象を大阪市側からと4互 助組合側からと見る方向を

果にしているにすぎない。上記公金夏JJの流れ,本 件の給付事業が法定されていな

かつたかどうか,各 支出聞与者の責任など中心的な争点は共通であり,か つ,訴 身

の提起及び監査結果により,追 加 した構成は容易に予測できることからすれば,特

段の事情はあつた。

(2)監 査講求の期間制限
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原判決は,原 告らの監査請求には期間制限が及ぶと判断した。 しかしながら,原

告らの監査請求には監査請求の期間怖」限の適用はない。

ア 原 告らは,尊 決権限者等ではない4五 助組合の一連の行為に逮法性があると

して4互助組合に対する不法行為の損害賠償譜求権の行使を求めている。

本件補給金の文出について専決権限を有した前市長等を請求の相手方とする損害

賠償請求権については期間制限に服するとしても, 4互 助紐合を請求の相手方とす

る損害賠償請求権については, 4互 助純合が専決権限を有 する岩ヌはそれを補助す

る者ではないので財務会計法規違反な観念Lフ得ない。

原骨らは,専 決権限者等ではない4互 助組合の一連の行為に違法性があると主張

して監査譜求を求めたものであり,期 間制限の適用はない。

イ 不 当利得返還請求権は,そ の性質上,大 阪市に損失があり,そ の損失に対応

する4互助組合の利得に路律上の原因がなければ発生する。

大阪市に損失があり, 4互 助乱&合に利得があるrと ,ま争いがないぃ

法律上の原因がないことは,地 方公務員で補成される4工 助組合が,交 付金又は

補給金を受給して私的年金に使用してはならない,自 身の年金について法定以上の

金銭等を地方自治体に要求してはならないとの議務連反があれば明らかである。

大阪市の財務会計法規違反を監査の対象とする必要はなく,期 間制限は適用され

ない。

ウ 大 阪市から互助組合への金銭の流れは,大 阪市側からみても財務会計行為と

はいえない。

大阪市から4互 助組合に対する本件補給金の給付は,予 算に明示して計上されて

おらず決算審理の対象になっていない。別途,虚 偽の給与として,予 算計上され決

算の管理も受けてお出されたものを流用しているにすぎないと大阪市の正式な意思

決定としては,職 員の給与として文出することを解め,そ の権限を付与しているに

すぎない。このような行為は,財 務会計行為には該当せず,ま たは権限逸脱行為で

あつて,期 間制限の適用はない。

ぉ
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(3)監 査請求期間制限経過の■T当 な理由        ,

原判決は,原 告らの酷査捕求は,期 間制限の適用を受け)翔 問経過について正当

な理由を具備 しているともいえないと判断L′た。原判決は,最 初に新聞報消があっ

た平成 16年 12月 19日 を起算点として,そ れから89日 後の原告らの監査請求

が,相 当な期間内ではなかつたと判断したものである。

しかしながら,原 告らの監査請求は,監 査請求期間経過の正当な理由を具備して

いる。                |

本件報道は,ど のような仕組みで, どのような名目で公金が支出され1たのかを明

らかにしていない。したがって,一 般住民が監査瑞求の対象を畑握することはきわ

めて困難であった。

本件報道は,連 法性にはまったく触れていない。大阪市職員の厚遇全般′隠蔽体

質を問題とすることはあっても,選 法であるとの指JF」まではされていない。本件報

滝に基づき違法事白を監益請求書に摘示することは著しく困難であったと

木件報道により監査請求という行為が可能であったとはいえず,本 件報適から8

9日 後になした原告らの監猫請求には監査請求期間経過について正当な球由があ

る。本件補給金の支出は複雑な仕組みによつており,む じろ,よ り長期間の猶予が

認められてしかるべき事築である。本件報道が越算点になるとしても,そ こから3

か月以内にとどまっている本件監査請求が相当な期間内になされたものであるIと

は明自である。

(4)参 力出人らの監査詩求の適法性

原判決は,参 加入らの監査請求について,期 間制限の適用を受けることを前提と

して〕期間経過について正導な事由もないと判断した中

しかしながら,市 労導は財務会計職員ないし補助職員ではなく,そ の他の相手方

である大阪市職員互助組合連合会理事らも財務会計職員ないしその補助職員として

の立場だけでなく,大 阪市職員互助組合遜合会の理事という立場でも不法行為に関

与していた。
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したがって,参 加人らの監査請求については監査摘求の期間制限は及ばない。

第3 当 裁判所の判断

1 原 告らの室幌追加の適否

原告らは,平 成 17年 5月 16日 に監査結果の通知を受け,平 成 コ,7年 6月 14

日に本訴を提起し,ま ず,大 阪市が4五 助組合に互助遮給付金及び教員給付金を支

出した行為が違法,無 効であるとして, 4五 助組合を謂求の柚キ方とする不当利得

返還請求施または債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求権の行度な求め

た。その徳の平成17年 10月 11日 には, 4互 助組合が,大 阪帝職員互助組合達

合会を経由した上で,大 阪市から支給された本件補給金を各網合員のための保険料

に充てた行為をとらえ,そ れ自体が地方公務員等共済組合法で定められている井済

組合からの給付以外に公金を原資とする給付を地方公務員に受け取らせた連法,無

効な行為であるとの主張を追加 した。そして,こ の追加主張を主位的とと′て,祢 カ

提鯉時の主張を予備的なものとした。

原骨らの以上の主張は,い ずれも大阪市から互助組合への本件補給金の文出,そ

して保険料支払という同一の金銭の流れに関する事実により生じた大阪市の損害な

いし損失に関し,被 告大阪市長に対し,互 助組合及び大阪市長個人を請求の相手方

とする不法行為の損害賠横請求権ないし不当利得返還詰求権の行使を求めるもの

で,訴 え提趣昨より十張事実とされた金銭の流れを主張の変更の前後において評価

の視点を変えたものにすぎず,本 件補給金の文出から始まる金銭の流れについて,

住民訴訟として,同 一の相手方からの損害賠償ないし不当利得返還を被告大阪市長

に求めるものであることに変わりはない。

したがっ て,原 告 らの主張追加は攻撃方法の追カロにとどまるものであり,こ′れを

もって,新 訴の提逮とみることはできない命

2 原 告らの監査詩求と期間制限
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そこで,上 記追加 された主張は,監 査結果通知から30日 以内に提起された本訴

にお,)る攻騨方法となるが,原 告らが毛こで構成しているのは, 4互助組合が受領

Lフた本件補給金を法の趣旨に反 L′て使用 i夕汁のは大阪市に対する不法行為に該当

し,か つ4互 助組合はその損害額を不当利得しているのに,被 告大阪市長はその損

害賠償請求権)不 当利得返還請求権の行使を怠っているというものである。

本件補給金は,大 阪市から4互 助組合に給付されたものであり,地 方自治法24

2条 1項にいう公金の支出であつて,こ れが連法若 しくは不当であることを監査諭

求するには同条2項所定の湖門に服し,また,その近組請求そのものを怠ること(い

わゆる不真正怠る事実)に ついての監査締求も,そ の票面として同様の期間に服す

る。しかし,原 告らの追加主張ほ上記のとおりであり, 4互 助組合が受給した金銭

の使用態様は法の趣旨に反しているというものであり,こ れを前提としてすべき損

害賠償請求あるいは不当利得退還講求を被告大阪市長lra怠っているというのであっ

て,本 訴においては,大 阪市がした公金の文出の適法性とは別に,4五 助組合の上

記行為につき,原 告らの主張に基づいて,不 法行為あるいは不当利得法理に照らし

理由があるか否かを薯理 し判断することになるのであるから,そ の前提となる住民

F_3査蒲求は,地 方自治法 242条 2項 の期間制限に服するものではない。現に大阪

市監査委員も,原 告らが平成 17年 3月 13日 にした嫌査請求について期門制限の

適用はないものとし,消 滅時期にかかっていないとした権利の不行使があるとLフ,

その返還を求めるよう勧告しているところである。

これに対し,大 阪市の前市長であった開埠ふを請求の相手方とする原告らの訴え

部分は,上 記公金支出が違法であるとして損害賠償請求権の行使を求めるものであ

って,地 方由浩法 242条 2項 の期間制限に服するいわゆる不真正怠る事業に該当

するが,監 査請求は公金丈出から同条硬所定の期間を経過したものであり,か つそ

の期間徒過につぃて」T_当な理由があるともいえないから,不 適法な訴えである。こ

の正当な理由がないことは,原 判決 23買 から24頁 の 3の (2),(3)の説示中間淳

―に関する部分のとおりである。
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3 参 加人らの監査輸求と期間持‖限

参加入らの主張は,大 阪市職員互助組合通合会理事 らが,大 阪市の支出権限者と

共同で,違 法な互助連給付金及び教員給付金の支給に関与したことを前提として,

被告大阪市長,同 大阪市交通局長,同 大阪市水道局長は,大 阪市職員五助組合通合

会理事らから,ま た大阪市職員五助組合連合会gll理事長が執行委員長を務める市労

避から損害を賠償させあるいは不当利得を返縮させるべきなのに,同 被告らはこれ

を怠っているJ というものである。

本件においては有上記詩求に係る相手方らについて,参 加入らの主張に係る点が

不法行為法上連法とされる行為があるのか,あ るいは不当利得法理上返還義務を負

うべき事実関係にあるのかの審理判断がされるのであるから,そ こには住民訴訟の

前眠となる監益請求の期間侍」限を定める地方自治稼 2 4 ZttZ項 の適用はない。

また,参 加人らの参加申出書には童韻事業として, 4互 助組合を経由1′て驚け取

らた五助連給付金等が,生 命保険会社との間の碑定給付型新企業年金契約め保険料

の一部として支払われてきたことも挙げられており,原 告らの上記主位的主張の構

成も視野に入れていることも明らかである。そうだとすると,原 告らについて判断

したのと同様,参 加入らがした住民監査譜求についても地方向治法242条 2項 の

期間制限に服するものではない。

第4 結 論

以上によれば1原 告らの主張の追加は静され,岡 淳イに対する請求を求める原告

らの訴え部分を除き,原 告ら及ぴ参加人ら主張の前提とされた住民驚査謂求は期間

制限に服しないものであり,住 民訴訟たる本訴提起及び共同訴訟参加申立ての前置

として適法なものである。この判断とは異なり,適 法な監査請求を前置していない

として本件跡え及ぴ共同話訟参加申立てを去「下した原判決を取り消し (上記部分を

除く。)J本 件を原警に差 し戻すことにする。なお7上 記部分に関しては,訴 えを
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却下した原判決は相当であるから,そ の部分に関する控訴を菜却する。

大阪高等裁判所第 11民 事部

裁判長裁半J官   塩   月   秀   平

裁判官   姉   池      徹

“裁判官   鈴   木   陽 一 員「
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大阪高等裁判所第 11民 事部
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